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田園調布小学校　改築だより田園調布小学校　改築だより田園調布小学校　改築だより 令 和 5 年 2 月
大田区教育委員会

引越

※本資料における「全体スケジュール ( 予定 )」、「新校舎イメ

ージ」、「工事ステップ図 ( 予定 )」及び「田園調布小学校 基本

設計図面」は、現時点での予定であり、実施設計における詳細な

検討及び協議等に伴い、今後変更する場合があります。

STEP１：新校舎建設（Ⅰ期） STEP２：既存校舎の解体Ⅰ

STEP４：既存校舎の解体Ⅱ STEP５：グラウンド整備

STEP３：新校舎建設（Ⅱ期）
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基本設計
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基本設計が完了しました基本設計が完了しました基本設計が完了しました

　田園調布小学校は校舎の過半が築 50 年以上経過しており、機能更新が必要なことから、平成 29

年度より全面改築の計画に着手しました。この度基本構想・基本計画をもととした基本設計が完了し

基本設計書を策定しましたので、お知らせいたします。

　田園調布小学校の改築にあたっては、教育環境を向上させることを前提として、教育と地域力の新

たな拠点づくりを目指します。今後、基本設計書にまとめた考え方に則り実施設計を行い、順次工事

へと進めてまいります。

＜検索方法＞
大田区ホームページ＞教育委員会＞学校教育＞学校施設の改築
＞田園調布小学校の改築
＜お問い合わせ先＞
担当：教育委員会事務局　教育総務部教育総務課　施設担当
電話：03-5744-1399　FAX：03-5744-1535

過去のお知らせについては下記よりご覧になれます。

◇ 田園調布小学校の設計主旨と基本設計における考え方◇ 田園調布小学校の設計主旨と基本設計における考え方◇ 田園調布小学校の設計主旨と基本設計における考え方

◇ 全体スケジュール（予定）◇ 全体スケジュール（予定）◇ 全体スケジュール（予定）

◇ 工事ステップ図（予定）◇ 工事ステップ図（予定）◇ 工事ステップ図（予定）

下：正門 ( 北側 ) からのイメージ下：正門 ( 北側 ) からのイメージ下：正門 ( 北側 ) からのイメージ

上：敷地南西からの鳥瞰イメージ上：敷地南西からの鳥瞰イメージ上：敷地南西からの鳥瞰イメージ

学年のまとまりに配慮しながら、一体的利用でき、多様な学習活動がしやすい計画とします。

児童の日常動線となる、明るく開放的な大階段を計画し、児童同士の交流の場とします。

地域開放諸室を、地域の方々が気軽に集える居場所とします。

１.

学年のまとまりに配慮しながら、一体的利用でき、

. 多様な学習環境と地域連携を促す学校環境

RC 造の丈夫な校舎、コンパクトで移動距離の短い、使い易い校舎の計画とします。

避難所の要である体育館アリーナを 1F に配置し、誰もが利用しやすい避難所機能を備えます。

３.

RC 造の丈夫な校舎 コンパクトで移動距離

３. 誰もが使い易い、安心・安全な校舎
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建物と外構に緑化を行い、周辺と調和した景観デザインとします。

環境教育にも活用できるように、環境配慮技術を見える化します。

敷地周囲の歩道を整備し、周辺に配慮した計画とします。

２.

建物と外構に緑化を行い、周辺と調和した景観デ

２. 周辺環境に調和した緑豊かな学校づくり



Ⅱ期Ⅱ期
Ⅰ期Ⅰ期

Ⅱ期Ⅱ期
Ⅰ期Ⅰ期

Ⅱ期Ⅱ期
Ⅰ期Ⅰ期学童保育室学童保育室

事務室事務室

東門1（放課後ひろば）東門1（放課後ひろば）

東門2（給食搬入）東門2（給食搬入）

学童保育
多目的室
学童保育
多目的室

放課後
子ども教室
放課後
子ども教室

ド
ラ
イ
エ
リ
ア

ド
ラ
イ
エ
リ
ア

倉庫倉庫

職員用
更衣室
職員用
更衣室機械室機械室

給食給食

倉庫倉庫

Ⅱ期
Ⅰ期

便所便所

便所便所

階段階段 ゴミ
置場
ゴミ
置場

0 5 10 20 30[m]

西門西門

Ⅱ期Ⅱ期
Ⅰ期Ⅰ期

◇ 田園調布小学校　基本設計図面（令和 4 年 12 月時点）◇ 田園調布小学校　基本設計図面（令和 4 年 12 月時点）◇ 田園調布小学校　基本設計図面（令和 4 年 12 月時点）

2 階平面図

１階平面図

地下１階平面図

屋上平面図3階平面図

■ 環境配慮■ 環境配慮■ 環境配慮

屋根や外壁の断熱、高効率空調機の導入

などにより環境負荷低減に取り組みます。

また、体育館アリーナ上部には太陽光パ

ネルを配置し、発電量を見える化するこ

とで、環境教育にも活用します。

建物・外構の緑化により、緑豊かな外観

とします。

■ 近隣配慮■ 近隣配慮■ 近隣配慮

敷地周囲に歩道状空地を整備することで、

周辺への圧迫感を低減し、歩行者の安全

性を確保します。

■ プール (3 階 )■ プール (3 階 )■ プール (3 階 )

プールはグラウンド面積をより広く確保

するために建物上配置とし、周辺との見

合いや音の問題に配慮し、目隠し壁など

で囲う計画とします。

■ 地域開放諸室 (1 階 )■ 地域開放諸室 (1 階 )■ 地域開放諸室 (1 階 )

地域開放諸室は地域との深いつながりへ

配慮し、正門の近くに配置することで、

地域の方々にも使いやすく、学校機能か

ら独立した利用も可能な計画とします。

管理諸室は西側にまとまった配置とする

ことで、グラウンドと昇降口を見渡せ、

児童の見守りに配慮した計画とします。

■ 管理諸室 (1 階 )■ 管理諸室 (1 階 )■ 管理諸室 (1 階 )

■ 特別教室 (2 ～ 3 階 )■ 特別教室 (2 ～ 3 階 )■ 特別教室 (2 ～ 3 階 )

西側と北側に特別教室をまとめ、教科を

越えた学習がしやすい配置とします。

■ 共用部 (1 ～ 3 階 )■ 共用部 (1 ～ 3 階 )■ 共用部 (1 ～ 3 階 )

階段・EV 等の動線は中央に集約、廊下

は一回りできる様にすることで、移動距

離の短く、回遊性のある動線計画として

います。昇降口前には、日常動線として

だけでなく、様々な発表や展示に対応で

きる大階段を計画します。

■ 動線計画■ 動線計画■ 動線計画

児童動線を北 ( 正門 )、給食車両動線、

放課後ひろば動線を東 ( 東門 ) とするこ

とで動線分離に配慮した計画とします。

■ 体育館アリーナ (1 階 )■ 体育館アリーナ (1 階 )■ 体育館アリーナ (1 階 )

外部からの専用出入口を設けることで、

地域開放の他、災害時にも、体育館アリ

ーナに直接アクセスできる計画とします。

■ 放課後ひろば ( 地下 1 階 )■ 放課後ひろば ( 地下 1 階 )■ 放課後ひろば ( 地下 1 階 )

放課後ひろばは専用出入口を設け、地下

1 階に集約することで他校の児童も利用

しやすく、管理しやすい計画とします。

■ 普通教室 (1 ～ 3 階 )■ 普通教室 (1 ～ 3 階 )■ 普通教室 (1 ～ 3 階 )

採光・通風を十分に確保できる南側に学

年ごとにまとまった配置とします。バル

コニーに目隠し等を設置することで、周

辺との見合いに配慮した計画とします。

普通教室と多目的スペース間を多連引き

戸とすることで、一体利用可能な計画と

し、協働的な学習にも対応します。
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※行政協議及び確認申請等により変更が生じる場合があります。

※工事施工者確定後、協議により変更が生じる場合があります。

配置図

A3:1/600

※本計画は、建築基準法第 55 条第 2 項の認定を予定しております。

第一種低層住居専用地域における高さが１０メートルを超える建築物についての認定基準を満たす計画とします。
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